
　令和2年10月23日付で公告した「国道４３号武庫川橋耐震補
強工事」につきましては、不調不落となり、取り止めとなり
ました。
　なお、本案件につきましては、予決令第９９条の２の規定
による随意契約へ移行する予定です。
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